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1.1  計画見直しの背景と目的 

松山市（以下「本市」といいます。）は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる

限り低減される循環型社会の形成に向け、平成４年 11 月に「松山市一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画」を策定し、おおむね５年ごとに計画の見直しを行いながら、ごみの減量やリサイ

クルなどを推進してきました。 

前回の見直しを行った平成 27 年５月以降、マイクロプラスチック1）による海洋汚染や、

本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品ロスなどの問題が深刻化し、持続可能な開発

目標（SDGs）を掲げる「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にも取り上げられる

など、ごみを取り巻く問題は多様化・複雑化してきています。 

また、国際的な気候変動への対応として平成 27 年 12 月に採択された「パリ協定」を転

機に、世界は脱炭素社会に向けて大きく舵（かじ）を切りました。 

このような状況の中、国は、環境基本計画、循環型社会形成推進基本計画の見直しや、プラ

スチックごみ、食品ロスなどの諸課題に対する法令等の整備を進めており、これらの中で、地

方公共団体には、中核的な役割を果たすことが求められています。 

松山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（改定版）（以下「本計画」といいます。）では、

このような国内外の動向を踏まえつつ、本市の実情に応じた実効性の高い計画とし、循環型

社会の形成に向けた取組を一層強化するため、必要な見直しを行いました。 

 

 

●世界の主な動向 

  ・平 成 27 年 ９ 月：持続可能な開発のための 2030 アジェンダの採択 

  ・平成 27 年 12 月：パリ協定の採択 

●国の主な動向 

  ・平 成 30 年 ４ 月：第五次環境基本計画の閣議決定 

・平 成 30 年 ６ 月：第四次循環型社会形成推進基本計画の閣議決定 

 ・令 和 元 年 ５ 月：プラスチック資源循環戦略の策定 

 ・令 和 元 年 10 月：食品ロスの削減の推進に関する法律の施行 

●愛媛県の主な動向 

 ・平 成 29 年 ３ 月：第四次えひめ循環型社会推進計画の策定 

  ・令 和 ２ 年 ２ 月：第三次えひめ環境基本計画の策定 

 

 

1） マイクロプラスチックとは、サイズが５mm 以下の微細なプラスチックごみのことをいいます。 
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1.2  計画の基本的事項 

1.2.1 計画の主体 

計画の主体は、「市民」、「市民活動団体」、「事業者」、「行政」となります。各主体

には、循環型社会及び脱炭素社会の構築に向けた取組を推進するために協働し、それぞれの

役割を果たすことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 計画の対象 

計画の対象となる廃棄物は、図 1-1 に示すとおりです。 

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分され、更に一般廃棄物はごみと生活排水に区分さ

れます。本計画では、一般廃棄物のうち、「ごみ」を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 計画の対象 
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一般廃棄物

生活排水
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占有者が自ら利用又は他人に有償で売却する
ことができないために不要になったもの

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、
法令で定める20種類の廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物

家庭系ごみ、事業系ごみ

し尿及び浄化槽汚泥

▼本計画の対象
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1.2.3 計画の期間・目標年度 

計画の期間・目標年度は、表 1-1 に示すとおりです。 

本計画は、平成 27 年５月に策定した松山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「前

計画」といいます。）を見直して策定するものであり、計画期間は令和７年度までの５年間、

目標年度は令和 12 年度とします。また、計画の進捗確認のために設定する基準年度は、平

成 30 年度とします。 

なお、次回の見直しは令和７年度に行う予定としますが、計画策定の前提となっている諸

条件に大きな変動があった場合には、都度見直しを行うこととします。 

 

●計画の期間：５年間（令和３年度～令和７年度） 

●目標年度 ：令和 12 年度（見直し年度は令和７年度） 

 

 

表 1-1 計画の期間・目標年度1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方

針」を指します。 



第 1 章 総論 

1-4 

1.2.4 計画の位置付け 

計画の位置付けは、図 1-2 に示すとおりです。 

本計画は、国、愛媛県、本市の関連計画と調整を図りながら、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第６条第１項及び松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第 13 条第１項に

より策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 計画の位置付け 

 

 

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本計画

【国の法律・計画】

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

グリーン購入法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

【愛媛県の計画】

えひめ循環型社会推進計画 愛媛県災害廃棄物処理計画
愛媛県ごみ処理

広域化・集約化計画

松山市総合計画 【松山市の計画】

松山市の廃棄物に関する計画

松山市一般廃棄物（ごみ）
処理基本計画（本計画）

松山市生活排水処理基本計画

○松山市災害廃棄物処理計画
○松山市一般廃棄物処理実施計画
○松山市分別収集計画

本計画に関連する計画

松山市環境モデル都市行動計画
（地球温暖化対策法に基づく区域施策編）

松山市役所温暖化対策実行計画
（地球温暖化対策法に基づく事務事業編）

松山市環境総合計画
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2015 年の国連総会で、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致

で採択されました。その中に掲げられた「持続可能な開発目標」のことを、SDGs

（Sustainable Development Goals）といいます。 

SDGs は、2030 年を目標年に、貧困や飢餓、環境問題のほか、教育やジェンダー、

経済成長といった課題を広く網羅した 17 の目標で構成されています。 

これらは、豊かさを追求しながらも地球環境を守り、環境・経済・社会がバランスの

とれた持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指すため、「誰一人取り残さない」

「全ての人が参加する」との考えの下、全ての国が取り組む世界共通の目標です。 

ごみの減量やリサイクルを推進することは、できるだけ少ない資源で、多くの人が必

要とする食料や物を生産・利用することにつながるため、循環・低炭素などの環境的側

面のみならず、資源などの経済的側面、教育などの社会的側面をも向上させることがで

きます。 

そこで、本計画では、「第５章 ごみ処理基本計画の基本施策」の中で、それぞれの

施策と SDGs との関わりを示しています。 

出典：国際連合広報センター 


